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　　なお、下関市は、政令で定める「特定市」として、その区域内における定期検査、立入検査等の業務を実

　施している。

　(1)　正しい計量器の供給

　　①　特定計量器の検定

１　事業概要

　教育、産業経済、環境保全などあらゆる面における正しい計量を担保し、もって県経済の発展、文化の向上

　及び消費者保護に寄与するため、県下全域にわたり、以下の業務を実施している。

　　計量検定所は、計量法の目的である「適正な計量の実施の確保」に努めることにより、県民の生活、文化、

　　②　計量証明事業の登録及び計量証明事業者が使用する特定計量器の検査

　　③　特定計量器及び商品量目の立入検査

　(3)　その他

　　①　計量思想の普及・啓発

　　②　基準器の検査

　　③　特定計量器に関する事業の届出

　(2)　正しい計量の実施

　　①　特定計量器の定期検査

    1875　明治８年８月　　度量衡取締条令、度量衡検査規則、度量衡種類表を制定公布（大蔵省所管）

    1881　明治14年４月    度量衡事務が農商務省の所管となる。

　　②　計量管理の推進、指導

２　沿　　革

　　明治２４年に度量衡法が公布され、同２６年に施行されたことに伴って事務を開始したのが、山口県の計

　量行政の始まりである。

　　1915　大正４年　　　　内務部商工水産課に度量衡係を設置

　　1922  大正11年　　　　総務部商工課度量衡係となる。

    1945  昭和20年７月　　度量衡検定所が戦災により焼失したため県庁内に移転　

第１　　総     　　説

    1885　明治18年　　　　メートル法条約に加入、翌年４月に公布

    1891  明治24年３月　　度量衡法公布(検定、取締りは地方長官(現在の知事)の所管となる。)　　

　　1893  明治26年２月　　度量衡法施行、事務開始（度量衡常置検定所設置）

　　1908  明治41年９月　　山口県度量衡検定所を下関市に設置、本庁にも度量衡検定員を配置

　　それ以来幾多の変遷を経て、現在は地方自治法第１５６条に基づく行政機関として、各都道府県に計量検

　定所等が設置されている。
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３

鉄骨造  平屋建

１，３３９．７６ｍ2

９２０．６６ｍ2

３６０．８６ｍ2

５８．２４ｍ2

鉄筋コンクリート造  ２階建

鉄骨造  平屋建

車 庫

(2)

(3)

土地・建物

施 設

敷 地 面 積

施 設 延 面 積

本 館 棟

検 査 棟

2005

U R L https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/88/

４，９８９．７３ｍ2

a16103@pref.yamaguchi.lg.jpE - m a i l

(０８３)９８５－１７１０

(０８３)９８５－１７１１

1973

山口市鋳銭司１２３６１－３１

電 話

Ｆ Ａ Ｘ

下関タクシーメーター装置検査場を廃止

位 置

(1) 所 在 地 〒747-1221

平成15年３月

1973

1992

1993

1998

2003

昭和48年12月

昭和50年11月

平成10年３月

平成４年５月

平成５年11月

昭和31年10月

昭和38年４月

下関タクシーメーター装置検査場を新設

柳井市駐在（２名）を設置

1975

1956

1963

1972

1972

1972

1951

1955

1956

昭和26年６月

昭和30年４月

昭和31年４月

計量法公布

防府市駐在（２名）を設置

山口市大字鋳銭司に新築移転

岩国タクシーメーター装置検査場を新設

徳山タクシーメーター装置検査場を新設

新計量法公布

事務所用土地・建物を運輸省から購入

山口市神田町に事務所を移転

山口県計量検定所設置条例の制定公布に伴い名称を改称

防府市駐在を廃止

新計量法施行

柳井市駐在を廃止

昭和47年12月

昭和47年１月

平成17年４月 定期検査・計量証明検査を外部に業務委託

昭和47年５月

昭和48年４月
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本　館　棟

●　基準天びん室

　　　　恒温・恒湿の環境を維持した室内に、基準はかり・電子天びん・特級基準分銅・１級基準分銅を設置し、

　　　小型基準分銅の検査を行う。

●　圧力検査室

　　　　基準重錘型圧力計を設置し、圧力計の検定・検査を行う。

●　小型質量計検査室

　　　　基準分銅を設置し、小型質量計の検定・検査を行う。

●　各種検定検査室

　　　　基準巻尺・基準ガラス製温度計・基準フラスコ・基準積算体積計・基準タンク・温度検査槽等を設置し、長

　　　さ計・温度計・体積計等の検定・検査を行う。

検　査　棟

　周南市　・・・・・・・・・・・・・・・　１基

　岩国市　・・・・・・・・・・・・・・・　１基

タクシーメーター装置検査場（山口市以外）
タクシーメーター装置検査室

　　　　タクシーメーター装置検査用基準器を設置し、タクシーメーター装置 Ｗ

　　 検査を行う。
Ｃ

●　大型基準分銅検査室

　　　　天井走行クレーン・基準台手動はかり・電子天びん・大型基準分銅

大型基準
分銅検査室

　　　を設置し、大型基準分銅・大型はかりの検定・検査を行う。

●　タクシーメーター装置検査場

WC 研修室

会議室廊下

吹抜
倉
庫

２階

所長室展示
ホール

小型
質量計
検査室

基準
天秤室

　計量関係
団体室

各種検定検査室 書庫

WC

倉庫
ホール

事務室

１階

頭部検査室
圧力

検査室
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     (１)   組織 （現員９名）

    （２） 　分掌事務

　・ 特定計量器の製造、修理、販売事業の届出に関すること。

　・ 計量証明事業の登録に関すること。

　・ 計量士の登録及び指導に関すること。

　・ 適正計量管理事業所の指定、検査及び指導に関すること。

　・ 基準器の検査に関すること。

　・ 特定計量器の検定に関すること。

　・ 特定計量器の定期検査に関すること。

　・ 定期検査に代わる計量士による検査に関すること。

　・ 計量証明事業に使用する特定計量器の検査に関すること。

　・ 特定計量器等使用者の指導及び立入検査に関すること。

　・ 計量商品の製造、卸・小売業者などの指導及び立入検査に関すること。

　・ 特定商品の量目検査に関すること。

　・ 商品量目監視員に関すること。

　・ 計量思想の普及、啓発に関すること。

　・ 計量関係団体の育成・指導に関すること。

４　組織及び分掌事務　（令和４年４月１日現在）

主 査（１） 主 任（４） 主 事（２）     所 長（１） 次 長（１）

－4－



５

１

４

３

３

４

２ 組

１ 組

１ 組

１ 組

１ 組

４ 組

３４

１８４

７９

４ 組

７２

６３

ステンレス製　１０kg ２

６

１２

４

１２

７

７

４

２

３

定置式

２台掛(2)、１０台掛(1)、３０台掛(1)

２級基準分銅

可搬式

特級基準分銅

１㎎～２０㎏

基準器及び検定検査設備保有状況

１ｇ～５０ｇ、１００ｇ～２kｇ

（令和４年３月３１日現在）

８ 組

区 分 名　　　　　　　　称

基準巻尺 ５ｍ

タクシーメーター装置検査用基準器

数　量

タクシー回転数計

１㎎～１０㎏

１㎎～２㎏

１㎎～１００ｇ

１級実用基準分銅

ステンレス製５㎏～２０kg

１０mｇ～２０ｇ、１０mｇ～１００ｇ

基準手動天びん

　　　〃

　　　〃　　５㎏～２０kg

真ちゅう製５０ｇ～２kg

鋳鉄製１０㎏～２０㎏

ステンレス製５０ｇ～２kg

●　主な基準器及び検定検査設備

５００㎏(4)、１ｔ(75)

長

さ

タクシーメーター頭部検査用装置

　　　〃

　　　〃　　　

バスケット１t

　　　〃　　

型 式 又 は 能 力 等

　　　〃

　　　〃　　　

５ｇ～３０㎏

１㎎～１０㎏、１㎎～２０㎏

１００㎎～１０㎏

　　　〃

２級実用基準分銅

度

１００ｍＬ～１０Ｌ

温度

基準ビュレット

液化石油ガス用基準浮ひょう型密度計

０．７００g／㎝３～０．９００g／㎝３密度基準器（基準密度浮ひょう）

基準フラスコ

０．４７g／㎝３～０．５７g／㎝３密

質

量

圧力

体
　
積

１級基準分銅

　　　〃

基準重錘型圧力計

基準ガラス製温度計

　　　〃

　　　〃

－５２℃～１５０℃

液体メーター用基準タンク

コンパレーター（ﾒﾄﾗｰ製）（ｻﾞﾙﾄﾘｳｽ製）

５０ｍＬ～５００ｍＬ

１μｇ～１，１００㎏

５．１Ｌ～２００Ｌ

０．０５Ｍpa～２００Ｍpa
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   ６　決　算　概　要

（１）　歳　　入

（単位：千円）

年度

　事項別

　検　　　　　　　定 3,820 4,676 4,640

　検　　　　　　　査 0 0 0

　基　準　器　検　査 1,135 1,228 2,079

　　　小　　　　計 4,955 5,904 6,719

　登　　　　　録 0 57 57

　訂　　　　　正 2 2 2

　再　　交　　付 0 0 0

　謄本交付・閲覧 0 0 0

　適正計量管理事業所指定 0 3 0

　　　　〃　　　　　検査 0 8 0

0 0 0

　諸　　　　証　　　　明 7 7 5

　　　小　　　　計 9 77 64

その他　検定職員派遣等手数料 1,656 1,596 1,599

6,620 7,577 8,382

R2R元 R3

指定製造事業者検査

      合                 計

使

用

料

及

び

手

数

料

検

定

関

係

登

録

関

係

証
明
事
業

－6－



（２） 歳    出

（単位：千円）

0 975 975

137 124

137 124

272 0 0

　賃　　　　　　　　　　　　　金 1,820

　報　　　　　　償　　　　　　費 290 343 343

　旅　　　　　　　　　　　　　費 457 282 919

　需　　　　　　用　　　　　　費 2,995 2,812 3,330

　　　（一　般　需　用　費） 2,995 2,812 3,330

　役　　　　　　務　　　　　　費 422 542 437

　委　　　　　　託　　　　　　料 12,529 11,643 12,879

　使　用　料　及　び　賃　借　料 587 557 540

2,717 3,014 2,905

16 58 62

22,105 20,363 22,514　　　　合　　　　　　　計

R元

　事項別

　報　　　　　　　　　　　　　酬

　共　　　　　　済　　　　　　費

（期　末　手　当）

　備　 　品 　　購 　　入 　　費

　負 担 金 補 助 及 び 交 付 金

年度

　職　　 員　 　手　 　当　 　等

R2 R3

－7－



１

年度

届 出 0 1 1

変 更 8 2 1

廃 止 0 0 1

届 出 0 0 0

変 更 16 4 7

廃 止 0 0 0

届 出 5 4 4

変 更 9 10 3

廃 止 0 1 0

登 録 0 1 1

再 交 付 0 0 0

変 更 ・ 訂 正 31 54 49

謄 本 ・ 閲 覧 0 0 0

廃 止 0 2 0

新 規 登 録 10 9 9

再 交 付 0 0 0

訂 正 1 0 0

指 定 0 0 0

廃 止 0 0 0

指 定 0 1 0

廃 止 1 0 1

指 定 0 0 0

廃 止 0 0 0

81 89 77

製 造 事 業

の指定は経済産業大臣の権限に、特定計量器の修理、販売、計量証明事業の登録・届出及び国の機関

適 正 計 量 管 理 事 業 所

R3

登

録

・

届

出

指 定 製 造 事 業 者 検 査

第２　　計量関係事業の登録・届出及び指定

計量関係事業の登録・届出及び指定の事務処理状況

R元
区分

　計量法では、特定計量器の製造事業の届出、計量士の登録及び国の機関に係る適正計量管理事業所

を除く適正計量管理事業所の指定については、都道府県知事の権限となっている。

　最近３年間の処理状況は次のとおりである。

R2

合　　　　　　　　　　計

修 理 事 業

販 売 事 業

指

定

特 殊 容 器 製 造 事 業

計 量 士

計 量 証 明 事 業

－8－



65

2

2

147

87

10

質 量 計 第 ２ 類

43

12

295

濃 度 計 第 ３ 類

質 量 計

圧 力 計 第 ２ 類

6

2

2

自 重 計

12

6

小 型 車 載 燃 料 油 メ ー タ ー

13

自 動 車 等 給 油 メ ー タ ー

圧 力 計 第 １ 類

6

6

修 理 事 業
定 置 燃 料 油 メ ー タ ー 等

知 事

濃 度 計 第 ２ 類

熱 量

体 積

振 動 加 速 レ ベ ル

販 売 事 業

合               計   

546

大 臣指
定

1特 定 濃 度 （ ダ イ オ キ シ ン 類 ）

適正計量管理事業所

登
　
　
　
録

計 量 証 明 事 業

小　　　計

1,140

2

24

9

8

0

0

10

1

小　　　計

小 型 車 載 燃 料 油 メ ー タ ー

濃 度

音 圧 レ ベ ル

12

10

小　　　計

質 量

（令和４年３月３１日現在）

定 置 燃 料 油 メ ー タ ー 等

自 動 車 等 給 油 メ ー タ ー

水 道 メ ー タ ー 第 １ 類

水 道 メ ー タ ー 第 ２ 類

圧 力 計 第 １ 類

圧 力 計 第 ２ 類

質 量 計 第 １ 類

質 量 計 第 ２ 類

分 銅 等

タ ク シ ー メ ー タ ー

事 業 所 数

2

2

18

3

1

4

4

2

登録・届出及び指定の状況

事 業 区 分 等 区 分

製 造 事 業

（含従たる事業場）

２

届
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
出

液 化 石 油 ガ ス メ ー タ ー

濃 度 計 第 １ 類

ホ ッ パ ー ス ケ ー ル

充 塡 用 自 動 は か り

コ ン ベ ヤ ス ケ ー ル

自 動 捕 捉 式 は か り

そ の 他 の 自 動 は か り

ホ ッ パ ー ス ケ ー ル

タ ク シ ー メ ー タ ー

質 量 計 第 １ 類

分 銅 等

大 型 車 載 燃 料 油 メ ー タ ー

8

8

7

8

8

6

1

2

1

1

7

7

充 塡 用 自 動 は か り

コ ン ベ ヤ ス ケ ー ル

自 動 捕 捉 式 は か り

そ の 他 の 自 動 は か り

－9－



第３

検査個数 不合格個数

0

年度

基準器の種類

内訳

検査個数 不合格個数

R元 R2

不合格個数

7 0

34

0

6

1,104

0

検査個数

0

0

0

264

752

0

689

2 0

2

0

1

0

4

0

0 28

372

1,030

11

0

1,013 1

基 準 器 検 査

ので、これを使い特定計量器の合否を決定している。

　基準器は特定計量器の製造、検定、取締り、その他特定計量器を検査するときに，その標準となるも

　この基準器の検査は原則として経済産業大臣が行うが、一部の基準器の検査は都道府県知事が行うこ

ととなっている。

●　基準器種類別検査実績

R3

　最近３年間の状況は次のとおりである。

タ ク シ ー メ ー タ ー 装 置

2

1
検 査 用 基 準 器

３ 級 基 準 分 銅

液体メーター用基準タンク

基 準 台 手 動 は か り

１ 級 基 準 分 銅

計

液体メーター用基準タンク

（

（

）

）燃 料 油

水 道

２ 級 基 準 分 銅

4 0

2 0

194 1

0 0

813 0

0 0

0 0

－10－



≪参 考≫

1069

1094

1015

1032

1135

1036

1177

1013

1030

1104

900

950

1000

1050

1100

1150

1200

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3

（個）

基準器検査個数の年次的推移
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年度

区分

内訳

計量器の種類

0 0 2,403 26 0 0 2,249 22 0 0 2,156 20

質 量 計 92 0 49 5 71 0 58 1 55 0 54 1

水 道 メ ー タ ー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

燃 料 油 メ ー タ ー 0 0 542 3 0 0 954 1 0 0 1,039 3

0 0 22 0 1 0 5 0 2 0 26 1

圧 力 計 0 0 309 6 0 0 317 6 0 0 290 14

　合　　　　計 92 0 3,325 40 72 0 3,583 30 57 0 3,565 39

●　計量器種類別検定実績

　計量法は、取引・証明に使用する特定計量器を強制的に規制しており、検定に合格したものでなけれ

R2

不
合
格
個
数

検
定
個
数

　製　　造

検
定
個
数

不
合
格
個
数

　製　　造 　修　　理

液 化 石 油
ガ ス メ ー タ ー

不
合
格
個
数

不
合
格
個
数

不
合
格
個
数

検
定
個
数

　　　　　　　　　　　　第４　　　検　　　　　　定

ば使用できないと規定している。このため、製造・修理された特定計量器が計量法に定められた合格基

　最近３年間の検定実績は次のとおりである。

準に適合するかどうかを検定することにより、適正な特定計量器の供給に努めている。

R元 R3

タクシーメーター

検
定
個
数

不
合
格
個
数

　製　　造 　修　　理

検
定
個
数

　修　　理

検
定
個
数

－12－



　　　　　　　　　令和３年度器種別検定手数料　令和３年度器種別検定個数

検定個数

水道ﾒｰﾀｰ
50,039個
87.6％

ﾀｸｼｰﾒｰﾀｰ
（頭部）
3,001個
5.3％

ﾀｸｼｰﾒｰﾀｰ
（装置）
3,134個

燃料油ﾒｰﾀｰ

761個 その他
213個
0.2％

92 72 57

3,325

3,583 3,565

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

R元年度 R2年度 R3年度

計量器検定の推移

製造

修理
（個）

検定個数

3,622個

質量計
109個
3.0％

ﾀｸｼｰﾒｰﾀｰ
2,156個
59.5％

その他
318個
8.8％

検定手数料
4,640,240円

質量計
548,700円

11.8％

ﾀｸｼｰﾒｰﾀｰ
1,617,000円

34.9％

燃料油ﾒｰﾀｰ

2,256,840円

48.6％

その他
217,700円

4.7％

燃料油ﾒｰﾀｰ
1,039個
28.7％

－13－



≪参 考≫

2695

2617

299
374 440

416
335

92 72 57

3636

4236

4027

4502

4250

3870
3762

3325

3583 3565

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3

（個） 計量器検定個数の年次的推移

製造

修理

－14－



　特定計量器（非自動はかり、分銅及びおもり）を取引、証明に使用する者は、その計量器について２

年に１回の定期検査を受けることが義務づけられている（計量法第１９条）。

　検査に合格した特定計量器には、定期検査済の合格ラベルを貼り、不合格のものには検定証印を抹消

し、不合格票にその理由を記入して使用の禁止を通知している。

　検査は、

　① 区域、期日を定め指定した場所で行う検査（集合検査）

　② 特定計量器の所在の場所で行う検査（所在場所検査）

　③ 定期検査に代わる計量士による検査

の方法によって、山口県の指定定期検査機関として業務を受託した一般社団法人山口県計量協会が、県

下全域（特定市の下関市を除く。）を対象に実施している。

　令和３年度は県東部地域を検査したところであり、その状況は次のとおりである。

　なお、定期検査に代わる計量士による検査業務を行う旨を届け出ている計量士は５０名（令和４年

３月末現在）である。

令和３年度定期検査実績

定期検査のうち集合検査の実績

定期検査のうち所在場所検査の実績

集合検査（台）

3,517

受検世帯数

3,353

検査個数

1.01 2,875,710

検査日数 検査手数料（円）

477

第 ５　　　定　　期　　検　　査

3,830

定期検査に代わる
計量士による検査（台）

不合格率（％）

1.8957

合　計（台）所在場所検査（台）

不合格個数

検査手数料（円）

9

1,280 3,353 34

477 1,425,98054

90

検査日数 受検世帯数 検査個数 不合格個数 不合格率（％）

－15－



１　定期検査実績（令和３年度）

     種類

不合格 不合格 不合格 不合格 不合格 不合格 不合格

市、郡別  個  数 個  数 個  数 個  数 個  数 個  数 個  数

323 7 1 29 247 1 8

(11)

102 3 21 3 67 1 5

(1)

429 6 1 3 35 209 4 9

(3)

132 1 8 72 1 5

94 1 3 7 67 2

(1)

314 7 32 188 1 12 1

(19)

1,394 25 1 6 1 132 3 850 8 41 1

(35)

87 2 5 80 1

11 1 1 9

98 2 9 76 1 1

196 5 15 165 1 2

59 1 18

1,649 30 1 6 1 148 3 1,033 9 43 1

(35)

電気式はかり  手 動 式はかり 指示はかり

抵抗／誘電／電磁／他 手動天びん 等 比 皿 手 動 棒 そ の 他 の 手 動 式 ばね式 手 動 指 示 併 用

検査個数 検査個数 検査個数 検査個数 検査個数 検査個数 検査個数

宇　部　市

山  口  市

萩　　　市

防  府  市

下  松  市

岩  国  市

光　    市

長  門  市

柳  井  市

美  祢  市

周　南　市

山陽小野田市

計

大  島  郡

玖  珂  郡

熊  毛  郡

阿  武  郡

計

そ  の  他

合      計

- 16 -



不合格 不合格 不合格 不合格 不合格

個  数 個  数 個  数 個  数 個  数 (円）

608 8 43 1 135 25 213 957,580

(11)

195 7 24 108 8 100 254,600

(1)

686 10 47 196 21 309 935,370

(3)

217 2 10 47 7 98 268,590

173 1 24 36 9 95 231,310

(1)

546 9 33 164 38 290 1,087,740

(19)

2,425 37 181 1 686 108 1,105 3,735,190

(35)

173 2 22 8 83 195,920

21 1 5 1 11 23,670

184 3 5 44 5 82 207,570

378 6 5 71 14 176 427,160

78 5 25 53 139,340

2,881 43 186 1 762 147 1,334 4,301,690

(35)

　　　　　(注) 集合検査及び所在場所検査の合計

　　　　　　　（　） はトラックスケールで内数

指示はかり
計 分 銅 定 量 お も り 定 量 増 お も り

検査日数 受検世帯数 検査手数料
そ の 他 の 指 示

検査個数 検査個数 検査個数 検査個数 検査個数

- 17 -



１－（１）集合検査（令和３年度）

     種類

不合格 不合格 不合格 不合格 不合格 不合格 不合格

市、郡別  個  数 個  数 個  数 個  数 個  数 個  数 個  数

233 4 1 26 200 1 7

99 3 13 67 1 5

326 5 1 3 35 204 4 9

115 1 8 49 4

77 1 3 7 64 2

258 6 30 188 1 12 1

1,108 20 1 6 1 119 772 7 39 1

77 2 5 77 1

11 1 1 9

80 2 9 76 1 1

168 5 15 162 1 2

59 1 18

1,335 25 1 6 1 135 952 8 41 1

電気式はかり  手 動 式はかり 指示はかり

ばね式 手 動 指 示 併 用抵抗／誘電／電磁／他 手動天びん 等 比 皿 手 動 棒 そ の 他 の 手 動 式

検査個数 検査個数 検査個数 検査個数 検査個数 検査個数 検査個数

宇　部　市

山  口  市

萩　　　市

防  府  市

下  松  市

岩  国  市

光　    市

長  門  市

柳  井  市

美  祢  市

周　南　市

山陽小野田市

そ  の  他

合      計

計

大  島  郡

玖  珂  郡

熊  毛  郡

阿  武  郡

計

- 18 -



不合格 不合格 不合格 不合格 不合格

個  数 個  数 個  数 個  数 個  数 (円）

467 5 38 1 122 8 193 500,830

184 4 24 64 5 97 213,680

578 9 47 196 15 303 681,280

176 1 5 47 5 96 224,800

153 1 24 36 6 92 178,170

488 8 33 164 14 272 562,360

2,046 28 171 1 629 53 1,053 2,361,120

160 2 22 7 82 175,630

21 1 5 1 11 23,670

166 3 5 44 4 81 175,950

347 6 5 71 12 174 375,250

78 5 25 53 139,340

2,471 34 176 1 705 90 1,280 2,875,710

指示はかり
計 分 銅

そ の 他 の 指 示
定 量 お も り 定 量 増 お も り

検査日数 受検世帯数 検査手数料

検査個数 検査個数 検査個数 検査個数 検査個数
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1－（２）所在場所検査　（令和３年度）

     種類

不合格 不合格 不合格 不合格 不合格 不合格 不合格

市、郡別  個  数 個  数 個  数 個  数 個  数 個  数 個  数

90 3 3 47 1

(11)

3 8 3

(1)

103 1 5

(3)

17 23 1 1

17 3

(1)

56 1 2

(19)

286 5 13 3 78 1 2

(35)

10 3

18

28 3

314 5 13 3 81 1 2

(35)

電気式はかり  手 動 式はかり 指示はかり

抵抗／誘電／電磁／他 手動天びん 等 比 皿 手 動 棒 そ の 他 の 手 動 式 ばね式 手 動 指 示 併 用

検査個数 検査個数 検査個数 検査個数 検査個数 検査個数 検査個数

宇  部  市

山  口  市

萩　 　 市

防　府　市

下  松  市

岩  国  市

光　    市

長  門  市

柳  井  市

美  祢  市

周　南　市

山陽小野田市

そ  の  他

合      計

計

大  島  郡

玖  珂  郡

熊  毛  郡

阿  武  郡

計

- 20 -



不合格 不合格 不合格 不合格 不合格

個  数 個  数 個  数 個  数 個  数 (円）

141 3 5 13 17 20 456,750

(11)

11 3 44 3 3 40,920

(1)

108 1 6 6 254,090

(3)

41 1 5 2 2 43,790

20 3 3 53,140

(1)

58 1 24 18 525,380

(19)

379 9 10 57 55 52 1,374,070

(35)

13 1 1 20,290

18 1 1 31,620

31 2 2 51,910

410 9 10 57 57 54 1,425,980

(35)

　　　(  )はトラックスケールで内数

指示はかり
計 分 銅 定 量 お も り 定 量 増 お も り

検査日数 受検世帯数 検査手数料
そ の 他 の 指 示

検査個数 検査個数 検査個数 検査個数 検査個数
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     種類

不合格 不適合 不適合 不適合 不適合 不適合 不適合

市、郡別  個  数 個  数 個  数 個  数 個  数 個  数 個  数

77 2 5

421 6 49 158

(2)

134 1 5 19 2

87 1 12

(11)

184 14 36 1

277 1 21 1

(24) (1)

102 6 14 1

(21) (3)

231 6 44 2

168 2 3 8

(9)

33

662 29 144 3

(16) (2)

306 7 5 59 5

(1)

2,682 8 8 121 520 15

(84) (6)

2

(2)

1

123 16 10

126 16 10

(2)

2,808 8 8 137 530 15

(86) (6)

２　　定期検査に代わる計量士による検査　（令和３年度）

  ( )はトラックスケールで内数

電気式はかり  手動式はかり 指示はかり

電 気 抵 抗 式 手動天びん 等比皿手動 棒 その他手動式 ばね式 手動指示併用

検査個数 検査個数 検査個数 検査個数 検査個数 検査個数 検査個数

宇部市

山口市

萩市

防府市

下松市

岩  国  市

光　    市

長  門  市

柳  井  市

美  祢  市

周  南  市

山陽小野田市

計

大  島  郡

玖  珂  郡

熊  毛  郡

阿  武  郡

計

合      計
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不適合 不適合 不適合 不適合 不適合

個  数 個  数 個  数 個  数 個  数

84

2 636

(2)

161

100

(11)

3 238

2 302

(25)

123

(24)

283

1 182

(9)

33

3 841

(18)

382

(1)

11 3,365

(90)

2

(2)

1

149

152

(2)

11 3,517

(92)

  ( )はトラックスケールで内数

指示はかり
計 分銅 定量おもり 定量増おもり

その他の指示

検査個数 検査個数 検査個数 検査個数 検査個数

- 23 -



令和３年度定期検査 計量器種類別検査個数

　　　 　分　 銅

949個
　　　　 お も り

2,951

2,480

2,881

3,290

2,398

3,517

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

R元年度 R2年度 R3年度

県の検査

代 検 査
（個 ）

質量計定期検査の推移

電気式

はかり

1,649個

(57.2％）

手動式はかり

156個

（5.4％）

指示はかり

1,076個
(37.4％）

はかり合計
2,881個

※分銅・おもりを除く

－24－



≪参 考≫

　　※分銅・おもりを除く

2624
2809

2312

2767

2409

2648

2282

2559

2096

2471

294
252

357 370 390 372 360 392 384 410

2114

3438

2122

3492

2121

3351

2056

3290

2398

3517

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3

（個）
質量計定期検査の年次的推移

集合検査

所在場所検査

代検査
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  計量証明に使用する特定計量器（非自動はかり、分銅及びおもり）は、２年に１回検査を受け、

　県下の計量証明事業者が使用する計量器の最近３年間の検査実績は次のとおりである。

計量器の種類
 士による検査数

0

（円）

0 0

145,610

145,610

0

第 ６　計量証明事業者が使用する特定計量器の検査

4

 に代わる計量

 登録区分

0

質 量

台　 手　 動
は　  か 　り

●　令和２年度検査実績

検査手数料

5

検査個数

4

 計量証明検査

計

不合格個数

電気抵抗線式
は か り

   　　　内　訳 

●　令和元年度検査実績

   　　　内　訳 

計量器の種類
検査個数 不合格個数 検査手数料

5 0

 計量証明検査

 に代わる計量

 登録区分
 士による検査数

（円）

11

台　 手　 動
は　  か 　り

0 0 0 0

計 6 0 185,590 11

質 量

電気抵抗線式
は か り

6 0 185,590

●　令和３年度検査実績

   　　　内　訳 

計量器の種類
検査個数 不合格個数 検査手数料

 計量証明検査

 に代わる計量

 登録区分
 士による検査数

（円）

197,460 15

台　 手　 動
は　  か 　り

0 0 0 1

これに合格したものでなければ使用できないことになっている（計量法第116条）。

計 7 0 197,460 16

質 量

電気抵抗線式
は か り

7 0

－26－



　商取引において適正な特定計量器が正しく使用されるとともに、適正な商品の量目が確保されるよう

各市（下関市を除く。）に配置している商品量目監視員の情報等も参考にして、特定計量器を使用する

　具体的には、適正な特定計量器が正しく使用されているか、商品量目が適正であるかについて検査し、

 (参 考）

　(1) 適正計量管理事業所への立入検査状況 　(2) 指定製造事業者への立入検査状況

36

(0) 

0

2

2

検査事業所数

2

2

2

R元

R２

2

3

R３

検査日数

3

（注）  (  )は台帳調査実施数
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第 ７　　立　入　検　査

不適正なものについては早急に措置を講じるよう指導に努めている。

　その状況は、次のとおりである。
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内訳

年度 （％）

　山口県のホームページ内に山口県計量検定所のホームページを開設し、計量行政に関する情報、

業務の内容、定期検査の日程、各種申請・届出様式、検定・検査手数料等を掲載している。

　計量記念日等の関心を高めるため、懸垂幕及び横断幕を掲示するとともに、市町や商工関係団体

等にポスターを配布した。

2,268

　不足率＝Ｂ／Ａ×100

R元

152 5.8

22

26 3,358

117

153

３ 　商品量目監視員制度

5.2

R3

   〔商品量目監視員の活動状況〕

配置人数  調査件数（Ａ）

実施するなど、その成果の活用に努めた。

4.6

26 2,619

R2

 不足件数（Ｂ）

 第８　計量思想の普及啓発及び指導

以下の取組みを実施し、計量思想の普及啓発及び指導に努めた。

  計量記念日行事

　計量法の目的は適正な計量の実施の確保にあるが、一般消費者の計量に対する認識を高めるため、

　懸垂幕等の掲示、ポスターの配布２

　１１月１日の計量記念日（新計量法の施行日）の関連行事として、令和３年１０月２６日(火）

から同年１２月１日（水）まで、防府市青少年科学館ソラールに、計量記念日行事実行委員

会（（一社）山口県計量協会、（一社）山口県環境計量証明事業協会、山口県計量検定所）と

して、計量に関するパネルの展示を行い、正しい計量等の普及啓発を図った。

　　　　　　

　　　　　　〇　山口県ホームページ（ http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/）

　　　　　　〇　山口県計量検定所ホームページ（ https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/88/）

４ 　ホームページによる広報

　山口県独自の制度として、県下１２市に商品量目監視員２６名を配置し、日常購入する食料品

を対象に商品量目の監視に当たってもらうとともに、その報告を参考に計量検定所が立入検査を

　なお、商品量目監視員の最近３年間の活動実績は、次のとおりである。

１
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１

２１５会員（令和４年３月末現在）

２ (法人設立　令和３年６月２８日）

１７事業所（令和４年３月末現在）

〇　目的（定款第３条）は、「環境分野に関する計量証明及び測定を通じ、環境計量証明事業の発展

　環境測定技術の向上を図り、山口県の環境保全並びに持続可能な開発目標に寄与貢献すること」と

　し、会員は、山口県に登録している環境計量証明事業者で構成されている。

〇　主な活動として、各事業所の分析技術の向上や環境計量証明事業の知識習得を目的にした研修会

　等の開催、優良環境計量士や優良事業者に対する表彰、計量記念日への参加など普及啓発事業等を

　実施している。

第　９　　　特　　　　定　　　　市

第１０　　　計　量　関　係　団　体

○　目的（定款第３条）は、「計量思想を普及啓発し、計量に関する調査及び研究を行い、計量関係

　者の資質の向上を図るとともに、適正な計量管理を推進することにより、適正な計量を実現し、も

理 事 及 び 監 事

会 員

○　平成１３年４月に計量関係３団体（山口県計量協会・山口県計量管理協会、山口県計量士会）を

　統合し設立された山口県計量振興協会が、平成１６年４月１日に設立許可を受け、社団法人山口計

(法人設立　平成１６年４月１日）

　下関市は、旧計量法第１３９条第１項の規定に基づく政令（昭和３９年３月３０日政令公布・同年

　している。

一般社団法人山口県環境計量証明事業協会

代 表 理 事

一般社団法人山口県計量協会

株式会社宇部ケイキ　取締役会長　　礒金　國夫

１９名

　って経済の健全な発展及び文化の向上に寄与すること」とし、会員は、計量器部会（製造・修理・

　量振興協会が誕生した。その後、平成２４年４月１日に一般社団法人へ移行し、名称を変更した。

　図るために任意団体を設立し、その後、令和３年６月２８日に一般社団法人へ移行した。

副 会 長 外 役 員

会 員

４名

会 長 中国水工株式会社　業務部長　　松村　博

４月１日施行）で特定市として指定されて以後は、県から独立した権限をもって定期検査・立入検査

等の業務を実施している。

　なお、県及び市による協議会を開催し、定期検査・立入検査等について協議を行っている。

〇　昭和５６年１０月に山口県に登録した環境計量証明事業者が、環境計量に関する技術の向上等を

　販売事業者）、計量管理部会（業務上計量器を使用する者)、計量士部会（計量士）及び計量証明

　事業部会（一般計量証明事業登録事業者）で構成されている。

○　主な事業は、スーパー等量販店における計量管理、県下全域の指定定期検査機関としてのはかり　

　（取引証明用）の検査、材料試験機・はかり（取引証明用以外）の依頼検査、会員等に対する研修、

　功労者に対する表彰、計量記念日行事への参加や計量だよりの発行による普及啓発事業等を実施
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山 口 県 計 量 検 定 所

〒747-1221  　
山口市鋳銭司 12361-31
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